
行方市行政手続等における押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則をここに公

布する。 

 令和８年３月23日 

行方市長  髙 須 敏 美   

行方市規則第10号 

行方市行政手続等における押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

(行方市財務規則の一部改正) 

第１条 行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)の一部を次のように改正する。 

様式第58号中「・印」を削る。 

様式第78号中「㊞」を削る。 

様式第115号中「㊞」を削る。 

(行方市税条例施行規則の一部改正) 

第２条 行方市税条例施行規則(平成17年行方市規則第37号)の一部を次のように改正する。 

様式第78号(その１)中「㊞」を削る。 

様式第78号(その２)(法人関係)中「㊞」を削る。 

様式第79号中「㊞」を削る。 

(行方市建設工事執行規則の一部改正) 

第３条 行方市建設工事執行規則(平成17年行方市規則第43号)の一部を次のように改正す

る。 

別表第10号中「㊞」を削る。 

(行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則の一部改正) 

第４条 行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第55号)の一部

を次のように改正する。 

様式第６号中「㊞」を削る。 

(行方市生活保護法施行細則の一部改正) 

第５条 行方市生活保護法施行細則(平成17年行方市規則第57号)の一部を次のように改正

する。 

様式第22号中「㊞」を削る。 

(行方市児童福祉法施行細則の一部改正) 

第６条 行方市児童福祉法施行細則(平成17年行方市規則第59号)の一部を次のように改正

する。 



様式第23号中「㊞」を削る。 

(行方市老人福祉法施行細則の一部改正) 

第７条 行方市老人福祉法施行細則(平成17年行方市規則第70号)の一部を次のように改正

する。 

様式第21号及び様式第22号中「㊞」を削る。 

(行方市身体障害者福祉法施行細則の一部改正) 

第８条 行方市身体障害者福祉法施行細則(平成17年行方市規則第75号)の一部を次のよう

に改正する。 

様式第33号及び様式第56号中「㊞」を削る。 

(行方市知的障害者福祉法施行細則の一部改正) 

第９条 行方市知的障害者福祉法施行細則(平成17年行方市規則第76号)の一部を次のよう

に改正する。 

様式第30号中「㊞」を削る。 

(行方市国民健康保険条例施行規則の一部改正) 

第10条 行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号)の一部を次のよう

に改正する。 

様式第12号の４，様式第12号の６，様式第14号，様式第24号，様式第24号の３，様式第

24号の６，様式第24号の７，様式第28号及び様式第28号の４中「㊞」を削る。 

(行方市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則の一部改正) 

第11条 行方市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則(平成17年行方市規

則第86号)の一部を次のように改正する。 

様式第６号中「㊞」を削る。 

(行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正) 

第12条 行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年行方市規則

第132号)の一部を次のように改正する。 

様式第８号中「㊞」を削る。 

(行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則の一部改正) 

第13条 行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第133号)

の一部を次のように改正する。 

様式第９号中「㊞」を削る。 

(行方市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の一部改正) 



第14条 行方市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則(平成20年

行方市規則第16号)の一部を次のように改正する。 

様式第20号の３「印」を削る。 

(行方市犯罪被害者等見舞金支給規則の一部改正) 

第15条 行方市犯罪被害者等見舞金支給規則(平成30年行方市規則第34号)の一部を次のよ

うに改正する。 

様式第１号及び様式第２号中「印」を削る。 

(行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の一部改

正) 

第16条 行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(令

和７年行方市規則第18号)の一部を次のように改正する。 

様式第３号及び様式第５号中「印」を削る。 

(行方市認可外保育施設等の利用者負担無償化に関する規則の一部改正) 

第17条 行方市認可外保育施設等の利用者負担無償化に関する規則(令和７年行方市規則第

19号)の一部を次のように改正する。 

様式第３号及び様式第５号中「印」を削る。 

附 則 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 


